
 

 

小規模多機能ホーム きいちご倶楽部 

令和 7年度第 2回 地域運営推進会議 報 告 

 

 
開催日時 令和 7年 7月 22日 15時〜15時 30分  

出席者 出雲市高齢者福祉課、出雲市あんしん支援センター、民生児童委員、地域代表委員、 

理事長、施設長 計 6名 

 

配布資料 

①会議資料（本資料） 

②小規模多機能型居宅介護サービス提供状況報告書 

③きいちご便り no.45 

 

会議資料（本資料）に沿って議論していただき、都度、委員からの質問や回答が行われた。 

 

１．ご利用の登録状況 

7 月 22 日現在、15 人の方に利用登録いただいています（登録定員：25 人） 

要介護度と男女別の人数は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢と男女別の人数は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男性 女性 計 

要介護１ 4 6 10 

要介護２ 1 2 3 

要介護３ 0 1 1 

要介護４ 0 1 1 

要介護５ 0 0 0 

計 5 10 15 

年齢 男性 女性 計 

60 歳代 1 1 2 

70 歳代 0 0 0 

80 歳代 4 3 7 

90 歳代 0 6 6 

計 5 10 15 



平均要介護度：1.53  

 平均年齢：86.1歳  

 

２．サービス提供状況の推移 

  3カ月の実績数（延べ数） 

 通い 訪問 泊り 

5 月 220 232 39 

6 月 180 148 14 

7 月(22 日まで) 127 146 6 

 

 

別紙「小規模多機能型居宅介護 サービス提供状況報告書」も参照してください 

  

  5月から 6月にかけて特別養護老人ホームに移られた方、亡くなられた方がお一人ずつあった。 

7月からおひとりご利用が開始した。 

 

 

 

 

  ３．食費の改定について 
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昨今の食材費等の値上げの続く状況から、食事の料金を下表のように改定させていただくことと

し、7 月にご利用者ご家族へお知らせ（お願い）を致しました。食費の改定は令和 4年 2 月以来の

ことです。新料金の適用は令和 7年 9 月ご利用分からとなります。 

 

 

 

 

 

 

お知らせ（お願い）の文書から 

“昼食につきましてですが、以前から所内で専任の職員が工夫を凝らして調理し、できた

てのものを召し上がっていただいております。季節の行事やご利用者様のお誕生日の特別

なメニューにも力を入れており、おやつにもひと手間ふた手間かけてお出ししています。

それらは手前味噌ながら、きいちご倶楽部に通っていただく皆さまの楽しみの一つにして

いただいているものと存じます。 

毎日お膳の写真を撮って記録もしております。この度の改定を機に、栄養のある美味し

い食事を、安全に楽しく召し上がっていただけるよう一層の努力をしてまいります” 

 

   委員会の質問と回答 

委員：よくこれまで旧価格でやってこられましたね。 

理事長：職員から提案してもらった。 

施設長：昼食はとても好評でご利用者からよくお褒めの言葉をいただいている。 

 

４． 行事・レクリエーション・活動など 

別紙「きいちご便り」no.45を参照しながら報告した。 

 

委員：写真の中の笹巻きの行事では、笹はどのように入手されましたか？ 

理事長：職員の伝手があり採ってもらったものを使用した。保育園でも知人から採れる場所を紹

介してもらって用意した。購入も考えたが、量やタイミングが難しい。 

委員：この頃は笹の入手が難しいと聞いている。ご利用者の皆さんは昔の慣れた手捌きで上手に

される。継続するといいと思う。 

施設長：忘れかけていた方も、するうちにまた思い出して達者にされる場面をよく見る。杵での餅

つきも行っている。手返しや丸めなど昔ながらの手作業は認知症の方もよく覚えておられる。そ

うした機会を大事にしてゆきたい。 

 

５．研修 

  内部研修 

   6月職員会  接遇・言葉遣い 

    旧価格  新価格 

朝食 350 円 500 円 

昼食 600 円 800 円 

夕食 550 円 600 円 



   7月職員会 事故防止・対応（実施予定）

６．事故報告

前回会議でのご報告以降、事故の発生はございませんでした。

委員：いわゆるヒヤリハットについてはどうですか？

施設長：ヒヤリハットの記録と周知、対策の検討を発生の都度、また職員会でも行っている。

委員：この委員会でも報告があるといいと思う。

施設長：今後、報告したいと思います。

７．その他

  ・管理者の交代（７月 1日付け） 　　　　　（旧） → 　　　　（新）

委員：この頃、カスタマーハラスメントについて議論や話を聞くけれど、こちらではどういう状況だ

ろうか。

施設長：今まで、それに該当するだろう事案は経験があります。職員からは報告を受けたり、またケ

アマネの立場での経験があります。。

委員：パワーハラスメント、セクシャルハラスメントについては、対応策の策定が義務化されている

が、カスタマーハラスメントについては策定を推奨されている状況です。

施設長：事業所の対応マニュアルには、家族、利用者からのハラスメントについても記述はしている。

認知症のある方からの言動がハラスメントになるか、といった議論の可能性もある。更に実効が上

がるような内容にしてゆかなければと考えている。

委員：職員が働きやすい職場を作ってゆくためにも、カスタマーハラスメントへの対応をしっかり行

ってゆく必要があると思うので、述べさせてもらった。

施設長、理事長：ありがとうございます。よりしっかりと検討してゆきたい。

以 上


